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第一部【企業情報】 
  

第１【企業の概況】 
  

１【主要な経営指標等の推移】 

提出会社の状況 

 （注）１．当社は中間連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。 

２．営業収益には、消費税等は含まれておりません。 

３．第32期中、第33期中及び第32期の潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。第33期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株当たり当期純損失であり、ま

た、潜在株式が存在しないため記載しておりません。第34期中の潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜

在株式は存在するものの１株当たり中間純損失であるため記載しておりません。 

４．第33期中の中間純利益の大幅な減少は、固定資産の減損に係る会計基準適用に伴う減損損失の計上等によるものであり

ます。 

５．第34期中の経常損失及び中間純損失は、平成18年10月13日付で日本公認会計士協会より公表された「消費者金融会社等

の利息返還請求による損失に係る引当金の計上に関する監査上の取扱い」（業種別委員会報告第37号）に基づき、将来

にわたる利息の返還請求に備えるため、利息返還損失引当金の見積方法を変更したことなどによるものであります。 

  

２【事業の内容】 

回次 第32期中 第33期中 第34期中 第32期 第33期 

会計期間 

自平成16年
４月１日 
至平成16年 
９月30日 

自平成17年
４月１日 
至平成17年 
９月30日 

自平成18年
４月１日 
至平成18年 
９月30日 

自平成16年 
４月１日 
至平成17年 
３月31日 

自平成17年
４月１日 
至平成18年 
３月31日 

営業収益 （千円) 638,988 633,740 1,098,606 1,286,463 1,327,181

経常利益又は経常損失（△） （千円) 23,673 23,368 △23,809 31,405 △108,009

中間（当期）純利益又は中間
（当期）純損失（△） 

（千円) 15,066 6,723 △154,770 12,118 △193,456

持分法を適用した場合の投資利
益 

（千円) － － － － －

資本金 （千円) 482,900 482,900 482,900 482,900 482,900

発行済株式総数 （株) 4,875,000 4,875,000 4,875,000 4,875,000 4,875,000

純資産額 （千円) 2,462,508 2,434,993 2,080,438 2,448,418 2,236,848

総資産額 （千円) 9,327,965 8,988,333 14,488,091 9,212,746 10,921,597

１株当たり純資産額 （円) 540.37 538.95 460.47 541.92 495.09

１株当たり中間（当期）純利益
又は中間（当期）純損失（△） 

（円) 3.28 1.48 △34.25 2.65 △42.81

潜在株式調整後１株当たり中間
（当期）純利益 

（円) － － － － －

１株当たり配当額 （円) － － － 5.00 －

自己資本比率 （％) 26.4 27.1 14.4 26.6 20.5

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

（千円) 331,592 311,013 △3,114,836 △ 7,667 △2,438,791

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

（千円) △ 2,685 △ 13,808 858 △ 5,020 △10,257

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

（千円) 405,796 △186,889 3,860,860 352,265 1,823,392

現金及び現金同等物の中間期末
（期末）残高 

（千円) 1,496,453 1,211,643 1,222,552 1,101,327 475,670

従業員数 （人) 116 106 105 107 102



 当中間会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。 

  

３【関係会社の状況】 

当中間会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

４【従業員の状況】 

(1)提出会社の状況 

 （注）従業員数は就業人員（社外から当社への出向者を含む）であります。 

  

(2)労働組合の状況 

 当社には労働組合は結成されておりませんが、労使関係は良好であります。 

  

  平成18年９月30日現在

従業員数（人） 105



第２【事業の状況】 
  

１【業績等の概要】 

(1)業績 

当中間会計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善や設備投資の増加などが継続し、国内景気は着実な回復を続けま

した。 

事業者向け貸金業界においては、顧客層である中小企業の資金需要が景気回復に伴って拡大するプラス要因はあるもの

の、法制度改正（出資法の貸付上限金利の見直しをめぐる論議の高まりなど）の動きに加えて、金融機関のビジネスローン

強化など業態を超えた競争が激化するなど全般的に厳しい状況で推移いたしました。 

当社においては、従来の融資業務にとどまらず、親会社であるＮＩＳグループ株式会社（平成18年10月１日付で株式会社

ニッシンより社名変更、以下「ＮＩＳグループ」という）及びグループ各社と協力し、総合的な金融サービスを、グループ

会社を通じてワンストップでお客様に提供していくことなどにより顧客満足度の向上を図るとともに、貸付事業における販

売チャネルの拡大を図るため他企業との戦略的提携を積極的に推進してまいりました。当中間会計期間においては、商業手

形割引は前中間会計期間末比31.8％減の1,429,690千円と減少したものの、ローン事業においてはＮＩＳグループとのシナ

ジー効果やノウハウの導入、および営業地盤である九州地域の資金需要の増加などもあり、営業貸付金残高は前中間会計期

間末比147.9％増の10,589,821千円となりました。 

また、営業収益は、営業貸付金の大幅増加に伴い、前中間会計期間比73.4％増の1,098,606千円となりました。営業費用に

ついては、親会社であるＮＩＳグループからの借入れが増加したものの、金融機関を含めた調達金利が低下したため、前中

間会計期間比7.8％減の93,333千円となりました。 

なお、平成18年10月13日付で日本公認会計士協会より公表された「消費者金融会社等の利息返還請求による損失に係る引

当金の計上に関する監査上の取扱い」（業種別委員会報告第37号）に基づき、将来にわたる利息の返還請求に備えるため、

利息返還損失引当金の見積方法を変更したことに伴い、当該繰入額を販売費及び一般管理費に94,568千円、過年度相当額と

して特別損失に39,785千円計上しております。これにあわせて、貸倒引当金を厳密に見積もったこと、および融資残高が大

幅に増加したことから、貸倒引当金繰入額を販売費及び一般管理費に335,541千円、過年度相当額として特別損失に162,304

千円計上しております。 

一方、平成18年４月７日開催の取締役会において、人事制度見直しの一環として、平成18年５月末において退職一時金制

度を廃止することを決議し、退職金の打切り支給を行った結果、退職給付引当金戻入益62,242千円を特別利益に計上してお

ります。 

以上の結果、経常損益は前中間会計期間の23,368千円の経常利益から当中間会計期間は23,809千円の経常損失、税引前中

間純損益は前中間会計期間の18,276千円の税引前中間純利益から当中間会計期間は166,932千円の税引前中間純損失となりま

した。なお、税効果会計の適用においても制度改正の論議等の貸金業を取り巻く環境を踏まえ、スケジューリングを検討し

た結果、税効果会計の適用可能額が縮小し、中間純損益は前中間会計期間の6,723千円の中間純利益から当中間会計期間は

154,770千円の中間純損失となりました。 

 



 (2)キャッシュ・フロー 

当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、営業活動において、営業貸付金が大幅に増加

したことなどにより3,114,836千円の資金の減少となったものの、財務活動において、関係会社短期借入金が増加したことな

どにより3,860,860千円の資金の増加となった結果、1,222,552千円（前事業年度末は475,670千円）となりました。 

  

〔営業活動によるキャッシュ・フロー〕 

当中間会計期間において、営業活動による資金の減少は3,114,836千円（前中間会計期間は311,013千円の資金の増加）と

なりました。 

これは、商業手形は減少したものの、証書貸付を中心として営業貸付金が大幅に増加したためなどであります。 

  

〔投資活動によるキャッシュ・フロー〕 

当中間会計期間において、投資活動による資金の増加は858千円（前中間会計期間は13,808千円の資金の減少）となりまし

た。 

これは、自動車リース契約の締結に伴い、当社所有の車両運搬具をリース契約先に売却したことなどによるものでありま

す。 

  

〔財務活動によるキャッシュ・フロー〕 

当中間会計期間において、財務活動による資金の増加は3,860,860千円（前中間会計期間は186,889千円の資金の減少）と

なりました。 

これは、営業貸付金の大幅増加に伴い親会社であるＮＩＳグループからの借入れを行った結果、関係会社短期借入金が増

加したためなどであります。 

 



２【営業実績】 

(1)営業収益の内訳 

  

(2)商品別融資の増加高並びに減少高 

 （注）１．従来、「長期営業債権」を含めた流動資産及び固定資産の合計値を表示しておりましたが、当中間会計期間より「長期

営業債権」から「破産更生債権等」に表示方法を変更したことに伴い、今回より流動資産の数値のみを表示しておりま

す。 

２．営業貸付金のうち、「手形貸付」及び「証書貸付」は保証人付無担保貸付であります。 

  

 （注）１．従来、「長期営業債権」を含めた流動資産及び固定資産の合計値を表示しておりましたが、当中間会計期間より「長期

営業債権」から「破産更生債権等」に表示方法を変更したことに伴い、今回より流動資産の数値のみを表示しておりま

す。 

２．営業貸付金のうち、「手形貸付」及び「証書貸付」は保証人付無担保貸付であります。 

  

  次へ 

区  分 

前中間会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％）

受取割引料 125,760 19.9 94,012 8.6 

受取利息 505,302 79.7 1,000,861 91.1 

  手形貸付 631 0.1 530 0.0 

  証書貸付 439,911 69.4 912,878 83.1 

  担保貸付 64,759 10.2 87,452 8.0 

受取手数料 2,626 0.4 3,671 0.3 

預金利息 50 0.0 60 0.0 

合計 633,740 100.0 1,098,606 100.0 

区  分 

前中間会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

期首残高 
（千円） 

増加高 
（千円） 

減少高
（千円） 

中間期末残高
（千円） 

  

内貸倒償却額
（千円） 

構成比（％）

商業手形割引 2,485,345 3,859,578 4,249,853 － 2,095,070 32.9 

営業貸付金 4,241,768 2,792,907 2,762,499 1,300 4,272,176 67.1 

  手形貸付 23,688 － 4,054 － 19,633 0.3 

  証書貸付 3,459,841 2,316,128 2,460,042 1,300 3,315,927 52.1 

  担保貸付 758,238 476,778 298,401 － 936,615 14.7 

合計 6,727,113 6,652,486 7,012,352 1,300 6,367,247 100.0 

区  分 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

期首残高 
（千円） 

増加高 
（千円） 

減少高
（千円） 

中間期末残高
（千円） 

  

内貸倒償却額
（千円） 

構成比（％）

商業手形割引 2,132,530 2,435,739 3,138,579 － 1,429,690 11.9 

営業貸付金 6,885,031 6,850,968 3,146,178 37,217 10,589,821 88.1 

  手形貸付 19,005 1,200 8,664 － 11,541 0.1 

  証書貸付 5,597,370 5,978,696 2,202,212 36,230 9,373,853 78.0 

  担保貸付 1,268,656 871,072 935,302 987 1,204,426 10.0 

合計 9,017,561 9,286,708 6,284,758 37,217 12,019,511 100.0 



(3)商業手形の内訳 

従来、「長期営業債権」を含めた流動資産及び固定資産の合計値を表示しておりましたが、当中間会計期間より「長期営業

債権」から「破産更生債権等」に表示方法を変更したことに伴い、今回より流動資産の数値のみを表示しております。 

①地域別残高 

 （注）件数は顧客数であります。 

  

②金額別残高 

  

③期日別残高 

  

④業種別残高 

（注）１．業種分類は、顧客の業種を基準にしております。 

２．件数は顧客数であります。 

  

  次へ 

地 域 別 

前中間会計期間末（平成17年９月30日） 当中間会計期間末（平成18年９月30日）

件数（件) 金額（千円) 件数（件) 金額（千円） 
  

構成比（％） 構成比（％）

中国地域 148 440,491 21.0 76 233,549 16.3 

九州地域 649 1,654,579 79.0 522 1,196,141 83.7 

合計 797 2,095,070 100.0 598 1,429,690 100.0 

金 額 別 

前中間会計期間末（平成17年９月30日） 当中間会計期間末（平成18年９月30日)

枚数（枚) 金額（千円) 枚数（枚) 金額（千円） 
  

構成比（％） 構成比（％)

50万円以下 1,223 346,452 16.5 771 220,745 15.4 

50万円超～100万円以下 640 477,684 22.8 500 379,321 26.5 

100万円超～200万円以下 359 512,402 24.5 253 365,303 25.6 

200万円超～300万円以下 134 336,794 16.1 98 251,433 17.6 

300万円超～400万円以下 17 58,633 2.8 8 27,527 1.9 

400万円超～500万円以下 39 185,644 8.9 19 90,889 6.4 

500万円超～1,000万円以下 20 157,457 7.5 10 78,719 5.5 

1,000万円超 1 20,000 0.9 1 15,750 1.1 

合計 2,433 2,095,070 100.0 1,660 1,429,690 100.0 

期 日 別 
前中間会計期間末（平成17年９月30日） 当中間会計期間末（平成18年９月30日)

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％）

１ヶ月以内 562,203 26.8 354,673 24.8 

２ヶ月以内 613,122 29.2 372,094 26.0 

３ヶ月以内 479,153 22.9 357,284 25.0 

４ヶ月以内 368,116 17.6 246,910 17.3 

５ヶ月以内 62,397 3.0 70,033 4.9 

５ヶ月超 10,078 0.5 28,695 2.0 

合計 2,095,070 100.0 1,429,690 100.0 

業 種 別 

前中間会計期間末（平成17年９月30日） 当中間会計期間末（平成18年９月30日)

件数（件) 金額（千円) 件数（件) 金額（千円） 
  

構成比（％） 構成比（％)

建設業 498 1,228,351 58.6 373 834,308 58.4 

  総合工事業 142 370,141 17.7 103 277,798 19.5 

  職別工事業 209 560,455 26.7 165 344,863 24.1 

  設備工事業 147 297,754 14.2 105 211,646 14.8 

製造業 127 393,434 18.8 94 239,819 16.8 

卸・小売業 54 144,237 6.9 45 117,615 8.2 

不動産業 － － － － － － 

運輸・倉庫業 42 188,540 9.0 33 110,711 7.7 

サービス業 51 79,084 3.8 36 69,872 4.9 

その他 25 61,422 2.9 17 57,363 4.0 

合計 797 2,095,070 100.0 598 1,429,690 100.0 



(4)営業貸付金の内訳 

従来、「長期営業債権」を含めた流動資産及び固定資産の合計値を表示しておりましたが、当中間会計期間より「長期営業

債権」から「破産更生債権等」に表示方法を変更したことに伴い、今回より流動資産の数値のみを表示しております。 

①地域別残高 

 （注）件数は顧客数であります。 

  

②金額別残高 

 （注）件数は顧客数であります。 

  

③期日別残高 

  

④業種別残高 

 （注）１．業種分類は、顧客の業種を基準にしております。 

２．件数は顧客数であります。 

 

地 域 別 

前中間会計期間末（平成17年９月30日） 当中間会計期間末（平成18年９月30日）

件数（件) 金額（千円) 件数（件） 金額（千円） 
  

構成比（％） 構成比（％）

中国地域 371 618,196 14.5 274 1,377,672 13.0

九州地域 1,786 3,653,980 85.5 1,903 9,212,148 87.0

合計 2,157 4,272,176 100.0 2,177 10,589,821 100.0

金 額 別 

前中間会計期間末（平成17年９月30日） 当中間会計期間末（平成18年９月30日）

件数（件) 金額（千円) 件数（件） 金額（千円） 
  

構成比（％） 構成比（％）

50万円以下 218 64,810 1.5 217 56,176 0.5

50万円超～100万円以下 518 414,033 9.7 213 159,538 1.5

100万円超～200万円以下 764 1,187,335 27.8 293 449,981 4.3

200万円超～300万円以下 444 1,156,533 27.1 258 677,045 6.4

300万円超～400万円以下 87 309,013 7.2 169 606,978 5.7

400万円超～500万円以下 59 271,275 6.4 295 1,379,276 13.0

500万円超～1,000万円以下 51 338,708 7.9 553 4,078,847 38.5

1,000万円超 16 530,467 12.4 179 3,181,976 30.1

合計 2,157 4,272,176 100.0 2,177 10,589,821 100.0

期 日 別 
前中間会計期間末（平成17年９月30日） 当中間会計期間末（平成18年９月30日）

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 

１ヶ月以内 382,966 9.0 208,383 2.0 

２ヶ月以内 322,532 7.5 202,556 1.9 

３ヶ月以内 331,564 7.8 196,602 1.8 

４ヶ月以内 273,385 6.4 180,005 1.7 

５ヶ月以内 246,698 5.8 230,198 2.2 

５ヶ月超 2,715,028 63.5 9,572,074 90.4 

合計 4,272,176 100.0 10,589,821 100.0 

業 種 別 

前中間会計期間末（平成17年９月30日） 当中間会計期間末（平成18年９月30日）

件数（件) 金額（千円) 件数（件) 金額（千円） 
  

構成比（％） 構成比（％）

建設業 1,022 1,788,134 41.9 979 4,263,777 40.3 

  総合工事業 405 770,026 18.1 369 1,812,023 17.1 

  職別工事業 388 632,599 14.8 362 1,402,133 13.3 

  設備工事業 229 385,508 9.0 248 1,049,620 9.9 

製造業 209 355,917 8.3 200 969,242 9.2 

卸・小売業 409 1,091,097 25.5 425 2,576,708 24.3 

不動産業 43 160,810 3.8 47 344,618 3.3 

運輸・倉庫業 78 136,729 3.2 81 439,564 4.1 

サービス業 283 505,424 11.8 299 1,368,659 12.9 

その他 113 234,061 5.5 146 627,251 5.9 

合計 2,157 4,272,176 100.0 2,177 10,589,821 100.0 



(5)融資利率の推移 

 （注）１．融資利率は、各月末残高の加重平均により算出しております。 

２．手形貸付については、平成16年２月より新規取引を中止し、融資残高及び受取利息ともに僅少となっていることなどか

ら、記載を省略しております。 

  

(6)従業員１人当たり営業収益及び１店舗当たり営業収益 

 （注）中間期末従業員数及び中間期末店舗数により算出しております。 

  

  

区  分 
前中間会計期間

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

商業手形割引 （％） 11.2 12.2 

営業貸付金 （％） 24.0 21.8 

  手形貸付 （％） － － 

  証書貸付 （％） 26.2 23.0 

  担保貸付 （％） 15.7 14.4 

合計 （％） 19.6 20.4 

区  分 
前中間会計期間

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

従業員１人当たり営業収益 （千円） 5,978 10,462 

１店舗当たり営業収益 （千円） 48,749 122,067 



３【対処すべき課題】 

当中間会計期間において、当社が対処すべき課題について、重要な変更はありません。 

  

４【経営上の重要な契約等】 

 特記すべき事項はありません。 

  

５【研究開発活動】 

 該当する事項はありません。 

  

  



第３【設備の状況】 
  

１【主要な設備の状況】 

 当中間会計期間において、営業効率を勘案し、営業拠点の集約および店舗の移転を決定し、長崎支店の店舗移転を行ったほ

か、岡山支店を広島支店に統合いたしました。また、自動車リース契約の締結に伴い、当社所有の車両運搬具をリース契約先に

売却いたしました。 

  

２【設備の新設、除却等の計画】 

当中間会計期間において決定した店舗計画のうち、熊本支店については平成18年10月に店舗移転が完了いたしましたが、福岡

支店および博多支店の統合に関する具体的な内容は決定しておりません。なお、現段階において、検討している内容は次のとお

りであります。 

(注) １．今後の所要額は、全額自己資金で充当する予定であります。 

２．投資予定額には、店舗差入敷金及び保証金が含まれております。 

３．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

店舗名 設備の内容 
投資予定額 

着手年月及び完了予定年月
総額 
(千円) 

既支払額
(千円) 

今後の所要額
(千円) 

福岡支店、博多支店 店舗統合・移設 12,000 ― 12,000 平成19年１月～平成19年３月 



第４【提出会社の状況】 
  

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

  

②【発行済株式】 

  

(2）【新株予約権等の状況】 

    旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

   （平成18年１月26日臨時株主総会決議） 

 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 17,100,000 

計 17,100,000 

種類 
中間会計期間末現在発行数（株) 

（平成18年９月30日） 
提出日現在発行数（株)
（平成18年12月22日） 

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 4,875,000 4,875,000 ジャスダック証券取引所 － 

計 4,875,000 4,875,000 － － 

  中間会計期間末現在 

（平成18年９月30日） 

提出日の前月末現在 

（平成18年11月30日） 

新株予約権の数（個） 1,730 1,710 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 173,000（注１） 171,000（注１） 

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株あたり740（注２） 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成18年５月１日 

至 平成21年４月30日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場

合の株式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格     740 

資本組入額    370 
同左 

新株予約権の行使の条件 

①新株予約権者は、本件新株

予約権の行使時において、

当社の取締役、監査役及び

従業員（当社就業規則に定

める社員）のいずれかであ

ることを要する。 

②前項にかかわらず、新株予

約権者が任期満了により取

締役を退任しまたは就業規

則に定める定年により退職

した場合でも本件新株予約

権を行使することができる

ものとする。ただし、退任

または退職の日から90日間

に限り、本件新株予約権を

行使できるものとする。 

同左 



(注)１．新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整し、調整の結

果生ずる１株に満たない端数については切り捨てる。 

   調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

２．新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生ず

る１円未満の端数は切り上げる。 

  また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整

の結果生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

  

(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

 

  中間会計期間末現在 

（平成18年９月30日） 

提出日の前月末現在 

（平成18年11月30日） 

新株予約権の行使の条件 

③新株予約権者の相続人は、

本件新株予約権を行使する

ことはできないものとす

る。 

④本件新株予約権の質入れそ

の他の処分は認めないもの

とする。 

⑤新株予約権者に法令または

当社内部規律に違反する行

為があった場合、当該新株

予約権者は、本件新株予約

権を行使することができな

いものとする。 

⑥新株予約権者は、一度の手

続において、割当てを受け

た本件新株予約権の全部ま

たは一部を行使することが

できる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

本件新株予約権を譲渡するた

めには、取締役会の決議を要

する。 

同左 

代用払込みに関する事項 － － 

 調整後行使価額＝調整前行使価額× 
１ 

分割・併合の比率

        
既発行株式数＋

新株発行株式数×１株あたりの払込価額 

調整後行使価額 ＝調整前行使価額 ×
１株あたりの時価 

既発行株式数＋新株発行株式数 

年月日 
発行済株式
総数増減数 
（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（千円） 

資本金残高
（千円） 

資本準備金増
減額（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

平成18年４月１日～ 
平成18年９月30日 

－ 4,875,000 － 482,900 － 471,100



(4）【大株主の状況】 

 （注）１．株式会社ニッシンは、平成18年10月１日付でＮＩＳグループ株式会社へ社名変更しております。 

２．上記のほか、自己株式が357千株あります。 

  

(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注）１．「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株（議決権の数10個）含まれておりま

す。 

２．平成18年１月26日開催の当社臨時株主総会において、１単元の株式数の変更について決議され、平成18年４月１日付を

もって１単元の株式数を1,000株から100株に変更しております。 

  

 

    平成18年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

株式会社ニッシン 東京都新宿区西新宿１－６－１ 3,132 64.2 

畑田眞夫 福岡県北九州市小倉南区 149 3.1 

大松輝敏 福岡県北九州市小倉南区 130 2.7 

株式会社福岡銀行 福岡県福岡市中央区天神２－13－１ 100 2.1 

芥田浩史 福岡県北九州市小倉南区 94 1.9 

アプレック社員持株会 福岡県北九州市小倉北区馬借３－３－31 83 1.7 

嵜岡邦彦 東京都世田谷区 82 1.7 

大松和正 福岡県北九州市小倉南区 50 1.0 

高柳喜代子 福岡県久留米市 50 1.0 

須田忠雄 群馬県桐生市 37 0.8 

計 － 3,908 80.2 

  平成18年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式  357,000 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 4,517,800 45,178 － 

単元未満株式 普通株式    200 － － 

発行済株式総数 4,875,000 － － 

総株主の議決権 － 45,178 － 



②【自己株式等】 

  

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

 （注）最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。 

  

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。 

(1)新任役員 

該当する事項はありません。 

  

  (2)退任役員 

該当する事項はありません。 

  

  (3)役職の異動 

  

 

    平成18年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株） 

他人名義所有
株式数（株） 

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

株式会社アプレック 
北九州市小倉北区馬借
３－３－31 

357,000 － 357,000 7.3

計 － 357,000 － 357,000 7.3

月別 平成18年４月 ５ 月 ６ 月 ７ 月 ８ 月 ９ 月 

最高（円） 800 875 790 800 742 690 

最低（円） 735 675 630 615 670 620 

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏  名 異動年月日 

取締役 内部監査部長 取締役 営業管理部長 大 松 輝 敏 平成18年10月１日



第５【経理の状況】 
  

 １ 中間財務諸表の作成方法について 

 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間

財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づき、当中間会

計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

  

 ２ 監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）の中間財務

諸表については新日本監査法人により中間監査を受け、また、当中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）

の中間財務諸表については三優監査法人により中間監査を受けております。 

 なお、当社の監査人は次のとおり交代しております。 

前中間会計期間 新日本監査法人 

当中間会計期間 三優監査法人 

  

 ３ 中間連結財務諸表について 

 当社は子会社がありませんので、中間連結財務諸表を作成しておりません。 

  



【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

 

    
前中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末
(平成18年９月30日) 

前事業年度の要約貸借対照表
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）       

Ⅰ 流動資産       

１．現金及び預金 ※２ 1,545,448  1,557,577 810,076  

２．商業手形 ※2.5 2,095,070  1,429,690 2,132,530  

３．営業貸付金 ※２ 4,272,176  10,589,821 6,885,031  

４．その他   83,773  259,010 214,582  

貸倒引当金   △ 15,588  △ 264,420 △ 26,282  

流動資産合計    7,980,881 88.8 13,571,679 93.7  10,015,938 91.7

Ⅱ 固定資産       

１．有形固定資産       

(1)土地 ※２ 532,595  532,595 532,595  

(2)その他 ※1.2 151,292  136,161 146,108  

有形固定資産合計    683,888 7.6 668,757 4.6  678,704 6.2

２．無形固定資産    16,457 0.2 15,329 0.1  15,469 0.2

３．投資その他の資産       

(1)長期営業債権 ※３ 384,417  － 360,007  

(2)破産更生債権等   －  417,186 －  

(3)その他   171,671  127,549 156,006  

貸倒引当金   △ 248,982  △ 312,411 △ 304,529  

投資その他の資産
合計 

   307,106 3.4 232,324 1.6  211,484 1.9

固定資産合計    1,007,452 11.2 916,412 6.3  905,658 8.3

資産合計    8,988,333 100.0 14,488,091 100.0  10,921,597 100.0

        

（負債の部）       

Ⅰ 流動負債       

１．短期借入金 ※2.6 1,498,000  1,480,000 1,400,000  

２．関係会社短期借入
金 

※６ －  6,100,000 1,700,000  

３．１年以内返済予定
の長期借入金 

※2.6 2,319,638  1,699,425 1,711,680  

４．未払法人税等   13,973  3,052 2,649  

５．賞与引当金   33,364  47,588 33,274  

６．利息返還損失引当
金 

  －  － 50,000  

７．退職給付引当金   －  － 265,571  

８．その他 ※４ 100,372  116,421 118,742  

流動負債合計    3,965,347 44.1 9,446,487 65.2  5,281,917 48.4

Ⅱ 固定負債       

１．長期借入金 ※2.6 2,333,141  2,742,495 3,349,380  

２．退職給付引当金   252,816  － －  

３．役員退職慰労引当
金 

  
－ 

 51,485 51,485  

４．利息返還損失引当
金 

  
－ 

 165,269 －  

５．その他   2,035  1,915 1,965  

固定負債合計    2,587,992 28.8 2,961,165 20.4  3,402,831 31.1

負債合計    6,553,340 72.9 12,407,653 85.6  8,684,748 79.5



  

  

    
前中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末
(平成18年９月30日) 

前事業年度の要約貸借対照表
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資本の部）       

Ⅰ 資本金    482,900 5.4 － －  482,900 4.4

Ⅱ 資本剰余金       

１．資本準備金   471,100  － 471,100  

資本剰余金合計    471,100 5.2 － －  471,100 4.3

Ⅲ 利益剰余金       

１．利益準備金   50,420  － 50,420  

２．任意積立金   1,515,000  － 1,515,000  

３．中間未処分利益又
は当期未処理損失
（△） 

  10,879  － △ 189,301  

利益剰余金合計    1,576,299 17.5 － －  1,376,118 12.6

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

   5,930 0.1 － －  7,965 0.1

Ⅴ 自己株式    △ 101,236 △ 1.1 － －  △ 101,236 △ 0.9

資本合計    2,434,993 27.1 － －  2,236,848 20.5

負債・資本合計    8,988,333 100.0 － －  10,921,597 100.0

（純資産の部）       

Ⅰ 株主資本       

１．資本金    － － 482,900 3.3  － －

２．資本剰余金       

(1)資本準備金   －  471,100 －  

資本剰余金合計    － － 471,100 3.3  － －

３．利益剰余金       

(1)利益準備金   －  50,420 －  

(2)その他利益剰余金       

別途積立金   －  1,325,698 －  

繰越利益剰余金   －  △154,770 －  

利益剰余金合計    － － 1,221,348 8.4  － －

４．自己株式    － － △101,236 △0.7  － －

株主資本合計    － － 2,074,112 14.3  － －

Ⅱ 評価・換算差額等       

１．その他有価証券評
価差額金 

   － － 6,325 0.1  － －

評価・換算差額等合
計 

   － － 6,325 0.1  － －

純資産合計    － － 2,080,438 14.4  － －

負債純資産合計    － － 14,488,091 100.0  － －

        



②【中間損益計算書】 

  

  

    
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度の要約損益計算書
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 営業収益       

１．受取割引料   125,760  94,012 252,705  

２．受取利息   505,302  1,000,861 1,069,127  

３．受取手数料   2,626  3,671 5,246  

４．預金利息   50  60 102  

営業収益合計    633,740 100.0 1,098,606 100.0  1,327,181 100.0

Ⅱ 営業費用       

１．再割引料   167  － 167  

２．借入金利息   97,899  91,103 194,018  

３．支払手数料   3,185  2,229 6,005  

営業費用合計    101,252 16.0 93,333 8.5  200,191 15.1

営業総利益    532,487 84.0 1,005,273 91.5  1,126,989 84.9

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

   514,821 81.2 1,035,616 94.3  1,253,962 94.5

営業利益又は営業損
失（△） 

   17,666 2.8 △30,342 △2.8  △ 126,973 △9.6

Ⅳ 営業外収益 ※１  9,902 1.6 11,215 1.0  18,963 1.5

Ⅴ 営業外費用 ※２  4,200 0.7 4,681 0.4  － －

経常利益又は経常損
失（△） 

   23,368 3.7 △23,809 △2.2  △ 108,009 △8.1

Ⅵ 特別利益 ※３  391 0.1 62,523 5.7  1,925 0.1

Ⅶ 特別損失 ※4.5  5,484 0.9 205,646 18.7  206,044 15.5

税引前中間純利益又は
税引前中間(当期)純損
失（△） 

   18,276 2.9 △166,932 △15.2  △312,128 △23.5

法人税、住民税及び事
業税 

※７ 11,552  △12,162 3,363  

法人税等調整額 ※７ － 11,552 1.8 － △12,162 △1.1 △ 122,036 △ 118,672 △8.9

中間純利益又は中間
（当期）純損失（△） 

   6,723 1.1 △154,770 △14.1  △ 193,456 △14.6

前期繰越利益    4,155 －  4,155 

中間未処分利益又は当
期未処理損失（△） 

   10,879 －  △ 189,301 

        



③【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

  

（注）平成18年６月の定時株主総会における損失処理項目であります。 

  

  

  

株主資本

資本金 

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 
株主資本
合計 資本 

準備金 

資本 
剰余金 
合計 

利益
準備金 

その他利益剰余金
利益
剰余金 
合計 

別途
積立金 

繰越利益
剰余金 

平成18年３月31日残高
（千円） 

482,900 471,100 471,100 50,420 1,515,000 △189,301 1,376,118 △101,236 2,228,882

中間会計期間中の変動額     

別途積立金の取崩し
（注） 

－ － － － △189,301 189,301 － － －

中間純損失 － － － － － △154,770 △154,770 － △154,770

株主資本以外の項目の
中間会計期間中の変動
額（純額） 

－ － － － － － － － －

中間会計期間中の変動額
合計（千円） 

－ － － － △189,301 34,530 △154,770 － △154,770

平成18年９月30日残高
（千円） 

482,900 471,100 471,100 50,420 1,325,698 △154,770 1,221,348 △101,236 2,074,112

  

評価・換算差額等 
純資産
合計 その他有価証券 

評価差額金 
評価・換算差額等合計

平成18年３月31日残高
（千円） 

7,965 7,965 2,236,848

中間会計期間中の変動額  

別途積立金の取崩し
（注） 

－ － －

中間純損失 － － △154,770

株主資本以外の項目の
中間会計期間中の変動
額（純額） 

△1,639 △1,639 △1,639

中間会計期間中の変動額
合計（千円） 

△1,639 △1,639 △156,409

平成18年９月30日残高
（千円） 

6,325 6,325 2,080,438



④【中間キャッシュ・フロー計算書】 

 

    
前中間会計期間

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

  

税引前中間純利益又は
税引前中間(当期)純損
失（△） 

  18,276 △ 166,932 △  312,128 

減価償却費   6,904 5,650 14,440 

減損損失   5,027 2,235 5,027 

退職給付引当金の増減
額（減少：△） 

  14,771 △ 265,571 27,527 

役員退職慰労引当金の
増減額（減少：△） 

  － － 51,485 

賞与引当金の増減額
（減少：△） 

  △    154 14,314 △    244 

利息返還損失引当金の
増減額（減少：△） 

  － 115,269 50,000 

貸倒引当金の増減額
（減少：△） 

  △   6,719 246,019 59,521 

固定資産売却益   － △    9 △   1,284 

固定資産処分損   457 1,321 911 

受取配当金   △    290 △   146 △    262 

支払利息   97,899 91,103 194,018 

商業手形の増減額（増
加：△） 

  390,824 702,839 356,320 

営業貸付金の増減額
（増加：△） 

  △  38,853 △ 3,704,789 △ 2,630,253 

破産更生債権等の増減
額（増加：△） 

  － △  57,179 － 

再割引手形の増減額
（減少：△） 

  △  52,382 － △  52,382 

その他   △  14,686 △  21,259 6,986 

小計   421,074 △ 3,037,133 △ 2,230,316 

配当金の受取額   290 146 262 

利息の支払額   △  97,573 △  79,539 △  189,559 

法人税等の支払額   △  12,778 △  1,689 △  19,178 

法人税等の還付額   － 3,380 － 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

  311,013 △ 3,114,836 △ 2,438,791 



  

  

  次へ 

    
前中間会計期間

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

  

定期預金の預入による
支出 

  △  192,491 △ 192,810 △  334,105 

定期預金の払戻による
収入 

  192,172 192,191 333,185 

有形固定資産の取得に
よる支出 

  △   5,756 △   458 △   8,604 

有形固定資産の売却に
よる収入 

  7 5,767 2,007 

無形固定資産の取得に
よる支出 

  △   7,739 △  3,831 △   7,739 

投資有価証券の売却に
よる収入 

  － － 5,000 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

  △  13,808 858 △  10,257 

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

  

短期借入れによる収入   1,298,000 1,300,000 1,298,000 

短期借入金の返済によ
る支出 

  △ 1,298,000 △ 1,220,000 △ 1,396,000 

関係会社短期借入れに
よる収入 

  － 4,400,000 2,500,000 

関係会社短期借入金の
返済による支出 

  － － △  800,000 

長期借入れによる収入   600,000 300,000 4,445,000 

長期借入金の返済によ
る支出 

  △  764,299 △ 919,140 △ 4,201,018 

配当金の支払額   △  22,590 － △22,590 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

  △  186,889 3,860,860 1,823,392 

Ⅳ 現金及び現金同等物に
係る換算差額 

  － － － 

Ⅴ 現金及び現金同等物の
増減額（減少：△） 

  110,315 746,881 △  625,657 

Ⅵ 現金及び現金同等物の
期首残高 

  1,101,327 475,670 1,101,327 

Ⅶ 現金及び現金同等物の
中間期末(期末)残高 

※ 1,211,643 1,222,552 475,670 

    



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

 

項  目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．資産の評価基準及び評

価方法 

有価証券 有価証券 有価証券 

その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

   時価のあるもの  時価のあるもの  時価のあるもの 

   中間決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は全

部資本直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により

算定）を採用しております。 

 中間決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は全

部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法に

より算定）を採用しておりま

す。 

 決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部資

本直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算

定）を採用しております。 

   時価のないもの  時価のないもの  時価のないもの 

   移動平均法による原価法を

採用しております。 

同左 同左 

２．固定資産の減価償却の

方法 

(1)有形固定資産 (1)有形固定資産 (1)有形固定資産 

 定率法を採用しておりま

す。 

 なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

建物     15～50年 

構築物    10～20年 

車両運搬具  ４～６年 

器具備品   ４～６年 

同左 同左 

  (2)無形固定資産 (2)無形固定資産 (2)無形固定資産 

   ソフトウェア（自社利用）

については、社内における利

用可能期間（５年）に基づく

定額法を採用しております。 

同左 同左 

３．引当金の計上基準 (1)貸倒引当金 (1)貸倒引当金 (1)貸倒引当金 

   債権の貸倒れによる損失に

備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上し

ております。 

同左 同左 

  (2)賞与引当金 (2)賞与引当金 (2)賞与引当金 

   従業員の賞与支給に備える

ため、支給見込額を計上して

おります。 

同左 同左 



 

項  目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  (3)   ───── (3)利息返還損失引当金 (3)利息返還損失引当金 

    利息制限法の上限金利を超

過して支払った債務者等から

の利息の返還請求に備えるた

め、過去の利息返還実績を踏

まえ、かつ最近の利息返還状

況を考慮し、利息返還見込額

を計上しております。なお、

見積返還額のうち貸付金に充

当される部分については貸倒

引当金として計上しており、

当中間会計期間末における当

該見積返還額141,250千円を貸

倒引当金に含めて計上してお

ります。 

利息制限法の上限金利を超

過して支払った債務者等から

の利息の返還請求に備えるた

め、過去の利息返還実績を踏

まえ、かつ最近の利息返還状

況を考慮し、利息返還見込額

を計上しております。 

    （追加情報） （追加情報） 

    当中間会計期間において、

「消費者金融会社等の利息返

還請求による損失に係る引当

金の計上に関する監査上の取

扱い」（日本公認会計士協会 

平成18年10月13日 業種別委

員会報告第37号）の公表を受

けたことを契機に、最近の利

息返還関連費用の発生状況を

考慮し、従来の利息返還損失

引当金の見積方法を見直した

結果、前期の見積方法による

引当金計上額との差額を、利

息返還損失引当金繰入額とし

て特別損失に39,785千円計上

しております。 

また、利息返還損失引当金

については、一年内の使用額

を正確に算定できないため、

全額固定負債に計上しており

ます。 

当事業年度より、「リサー

チ・センター審理情報

〔No.24〕「貸金業の規制等に

関する法律」のみなし弁済規

定の適用に係る最高裁判決を

踏まえた消費者金融会社等に

おける監査上の留意事項につ

いて」（日本公認会計士協会 

平成18年３月15日）の公表を

受けて、今後、利息返還損失

引当金の計上が会計慣行とし

て定着すると考えられること

及び期間損益のより一層の適

正化と財務体質の健全化を図

るために利息返還損失引当金

を計上しております。この変

更により、従来の方法によっ

た場合と比較して、営業損失

及び経常損失並びに税引前当

期純損失がそれぞれ50,000千

円多く計上されております。 



 

項  目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  (4)退職給付引当金 (4)   ───── (4)退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備える

ため、当事業年度末における

退職給付債務の見込額に基づ

き、当中間会計期間末におい

て発生していると認められる

額を計上しております。 

なお、数理計算上の差異

は、その発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の

年数（10年）による定額法に

よりそれぞれ発生の翌事業年

度から損益処理しておりま

す。 

  従業員の退職給付に備える

ため、当事業年度末における

退職給付債務の見込額に基づ

き計上しております。 

なお、数理計算上の差異

は、その発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の

年数（10年）による定額法に

よりそれぞれ発生の翌事業年

度から損益処理しておりま

す。 

      （追加情報） 

      平成18年４月７日開催の取

締役会において、平成18年５

月末において退職一時金制度

を廃止し、平成18年６月に退

職金の打切り支給を行うこと

を決議しております。このた

め、従来は固定負債に計上し

ていた退職給付引当金を当事

業年度においては流動負債に

計上しております。なお、平

成18年６月に退職金の打切り

支給（208,680千円）を行った

結果、追加の損失は発生して

おりません。 



  

 

項  目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  (5）   ───── (5）役員退職慰労引当金 (5）役員退職慰労引当金 

    平成18年１月26日開催の取

締役会において、平成18年１

月26日開催の臨時株主総会以

前より在任し、引き続き役員

をつとめる者に対して、平成

18年１月26日開催の臨時株主

総会までの在任期間に係る役

員退職慰労金を将来の退任時

に株主総会の承認を受けるこ

とを条件として支払うことと

するものの、以後は役員退職

慰労金の計算をしないことが

決議されたため、平成18年１

月26日現在において役員退職

慰労金規程に基づいて計算し

た金額を計上しております。 

同左 

４．リース取引の処理方法 ───── リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース

取引については、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。 

同左 

５．中間キャッシュ・フロ

ー計算書（キャッシュ・

フロー計算書）における

資金の範囲 

手許現金、随時引き出し可

能な預金及び容易に換金可能

であり、かつ、価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負わ

ない取得日から３ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投資

からなっております。 

同左 同左 

６．その他中間財務諸表

（財務諸表）作成のため

の基本となる重要な事項 

(1)収益及び費用の計上基準 (1)収益及び費用の計上基準 (1)収益及び費用の計上基準 

受取割引料及び受取利息は

発生基準により計上しており

ます。なお、未収利息につい

ては、利息制限法利率または

当社約定利率のいずれか低い

方により計上しております。 

同左 同左 

(2)消費税等の会計処理 (2)消費税等の会計処理 (2)消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税につ

いては税抜方式によっており

ます。なお、控除対象外消費

税等については、当中間会計

期間の費用として処理してお

ります。 

同左 消費税及び地方消費税につ

いては税抜方式によっており

ます。なお、控除対象外消費

税等については、当期の費用

として処理しております。 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  

 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） ────── （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間会計期間より、固定資産の

減損に係る会計基準（「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」（企業会計審議会 平成14

年８月９日））及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第６号 平成15

年10月31日）を適用しております。

これにより税引前中間純利益は5,027

千円減少しております。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の中間財務諸表等規則に

基づき当該資産の金額から直接控除

しております。 

   当事業年度より、固定資産の減損

に係る会計基準（「固定資産の減損

に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会 平成14年８

月９日））及び「固定資産の減損に

係る会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第６号 平成15年10

月31日）を適用しております。これ

により税引前当期純損失は5,027千円

増加しております。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の財務諸表等規則に基づ

き当該資産の金額から直接控除して

おります。 

────── ────── （利息返還金） 

     利息返還損失引当金の追加情報に

記載してあるように、利息返還損失

引当金の計上が会計慣行として定着

すると考えられること、また、親会

社との会計方針の統一を図るため、

従来、営業外費用に計上していた

「係争関連損失」を当事業年度より

販売費及び一般管理費の「利息返還

金」として計上しております。この

結果、従来と同一の基準を採用した

場合と比較して、営業損失が25,057

千円多く計上されております。 

 なお、営業外費用の「係争関連損

失」から販売費及び一般管理費の

「利息返還金」への変更は当下半期

に行われたため、当中間会計期間は

従来の方法によっております。した

がって、当中間会計期間は変更後の

方法によった場合に比べ、営業利益

が4,200千円多く計上されておりま

す。 



  

表示方法の変更 

  

 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

────── 

   当中間会計期間より、「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第５号 平成

17年12月９日）及び「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」（企業会計基準適用

指針第８号 平成17年12月９日）を

適用しております。 

 これまでの資本の部の合計に相当

する金額は2,080,438千円でありま

す。 

 なお、当中間会計期間における中

間貸借対照表の純資産の部について

は、中間財務諸表等規則の改正に伴

い、改正後の中間財務諸表等規則に

より作成しております。 

  

前中間会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

────── （中間貸借対照表） 

 従来、「長期営業債権」として表示していた破産債

権、再生債権、更生債権、その他これらに準ずる債権

（長期延滞債権を含む）は、勘定科目の内容をより明瞭

に表示するため、当中間会計期間より「破産更生債権

等」に変更しております。 

────── （中間キャッシュ・フロー計算書） 

 営業活動によるキャッシュ・フローの「破産更生債権

等の増減額」は、前中間会計期間は「商業手形の増減

額」、「営業貸付金の増減額」に含めて表示しておりま

したが、キャッシュ・フローの内容をより明瞭に表示す

るため区分掲記しました。 

なお、前中間会計期間の「商業手形の増減額」、「営

業貸付金の増減額」に含まれている「破産更生債権等の

増減額」はそれぞれ549千円、△8,445千円であります。 



追加情報 

  

  

  次へ 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
  至 平成18年３月31日） 

────── （利息返還金） 

従来、「利息返還金」は「係争関連

損失」として営業外費用に計上してお

りましたが、前事業年度の下半期にお

いて販売費及び一般管理費に計上する

方法に変更いたしました。 

なお、前中間会計期間は変更後の方

法によった場合に比べて、営業利益が

4,200千円多く計上されております。 

────── 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

 

前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末
（平成18年９月30日） 

前事業年度末 
（平成18年３月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計

額 

※１．有形固定資産の減価償却累計

額 

※１．有形固定資産の減価償却累計

額 

285,437千円 258,711千円 280,170千円 

※２．担保に供している資産 ※２．  ────── ※２．担保に供している資産 

 短期借入金1,498,000千円、

１年以内返済予定の長期借入金

2,199,638千円及び長期借入金 

2,333,141千円の債務に対する

担保差入状況は下記のとおりで

あります。 

   １年以内返済予定の長期借入

金80,000千円の債務に対する担

保差入状況は下記のとおりであ

ります。 

  
現金及び預金 185,910千円

商業手形 1,856,831 

営業貸付金 3,419,303 

土地 518,155 

その他(建物・構
築物) 

132,419 

計 6,112,619 

    

  

営業貸付金 88,390千円

計 88,390 

 なお、同時に代表取締役社長

大松和正より、短期借入金

1,498,000千円、長期借入金

（１年以内返済予定の長期借入

金を含む）4,652,779千円に対

して債務保証を受けておりま

す。 

    

※３．長期営業債権 ※３．  ────── ※３．長期営業債権 

長期営業債権については、商

業手形及び営業貸付金のうち、

保証人の状況や債務の弁済状況

から回収に１年以上かかると思

われるもの及び回収に懸念があ

ると思われるものを計上してお

ります。 

  長期営業債権については、商

業手形及び営業貸付金のうち、

保証人の状況や債務の弁済状況

から回収に１年以上かかると思

われるもの及び回収に懸念があ

ると思われるものを計上してお

ります。 
  

回収に1年以上かかる

と思われるもの 
93,765千円

回収に懸念があると思

われるもの 
290,652 

計 384,417 

うち財務諸表等規則第

32条第１項10号の破産

更生債権等 
281,322 

    
回収に1年以上かかる

と思われるもの 
72,801千円

回収に懸念があると思

われるもの 
287,206 

計 360,007 

うち財務諸表等規則第

32条第１項10号の破産

更生債権等 
169,881 

※４．消費税等の取扱い ※４．消費税等の取扱い ※４．  ────── 

 仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺の上、流動負債の「そ

の他」に含めて表示しておりま

す。 

同左   



  

 

前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末
（平成18年９月30日） 

前事業年度末 
（平成18年３月31日） 

※５．   ────── 

  

※５．中間期末日満期手形 

 中間期末日満期手形の会計処

理については、当中間会計期間

の末日は金融機関の休日でした

が、満期日に決済が行われたも

のとして処理しております。当

中間期末日満期手形の金額は、

次のとおりであります。 

※５．   ────── 

  

  
商業手形 159,738千円

※６．   ────── ※６．貸出コミットメント ※６．貸出コミットメント 

  当社は、運転資金の効率的な

調達を行うため、親会社である

ＮＩＳグループ株式会社（平成

18年10月１日付で株式会社ニッ

シンより社名変更）と貸出コミ

ットメント契約（金融機関等か

らの借入れに対する保証を含

む）を締結しており、当中間会

計期間末の借入未実行残高等は

次のとおりであります。 

貸出コミットメント

及び債務保証の総額
20,000,000千円 

借入実行残高 6,100,000 

債務被保証残高 5,921,920 

差引額 7,978,080 

当社は、運転資金の効率的な

調達を行うため、親会社である

株式会社ニッシンと貸出コミッ

トメント契約（金融機関等から

の借入れに対する保証を含む）

を締結しており、当事業年度末

の借入未実行残高等は次のとお

りであります。 

  

  

貸出コミットメント

及び債務保証の総額 
10,000,000千円 

借入実行残高 1,700,000 

債務被保証残高 6,381,060 

差引額 1,918,940 

    



（中間損益計算書関係） 

 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１．営業外収益の主要項目 ※１．営業外収益の主要項目 ※１．営業外収益の主要項目 
  

不動産賃貸収入 9,067千円
  

不動産賃貸収入 8,336千円 不動産賃貸収入 18,140千円

※２．営業外費用の主要項目 ※２．営業外費用の主要項目 ※２．  ────── 
  

係争関連損失 4,200千円
  

不動産賃貸費用 4,681千円    

※３．  ────── ※３．特別利益の主要項目 

退職給付引当金

戻入益 
62,242千円

※３．  ────── 

※４．特別損失の主要項目 ※４．特別損失の主要項目 ※４．特別損失の主要項目 

  
減損損失 5,027千円 前期損益修正損 162,304千円

利息返還損失引

当金繰入額 
39,785 

減損損失 2,235 

役員退職慰労金 148,619千円

役員退職慰労引

当金繰入額 
51,485 

減損損失 5,027 

  （注）前期損益修正損は過年度貸倒

引当金繰入額であります。 

※５．減損損失 ※５．減損損失 ※５．減損損失 

当中間会計期間において、当社

は以下の資産について減損損失を

計上しました。 

当中間会計期間において、当社

は以下の資産について減損損失を

計上しました。 

当事業年度において、当社は以

下の資産について減損損失を計上

しました。 
  

  

場所 用途 種類 その他

北九州市

八幡西区 
遊休資産 土地 － 

  

  

場所 用途 種類 その他

北九州市

小倉北区 
遊休資産

電話加

入権 
－ 

  

場所 用途 種類 その他

北九州市

八幡西区
遊休資産 土地 － 

当社は、事業者向け貸金業用資

産については各営業店舗ごとに、

賃貸用不動産及び遊休資産につい

ては個別物件単位にグルーピング

を行っております。また、本社設

備については共用資産としており

ます。 

市場価格の著しい下落が認めら

れた上記の遊休資産（土地）の帳

簿価額を回収可能価額まで減額

し、当該減少額（5,027千円）を

減損損失として特別損失に計上し

ております。 

なお、回収可能価額は、固定資

産税評価額を基にした正味売却価

額により評価しております。 

当社は、事業者向け貸金業用資

産については各営業店舗ごとに、

賃貸用不動産及び遊休資産につい

ては個別物件単位にグルーピング

を行っております。また、本社設

備については共用資産としており

ます。 

市場価格の著しい下落が認めら

れた上記の遊休資産（電話加入

権）の帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、当該減少額（2,235千

円）を減損損失として特別損失に

計上しております。 

なお、回収可能価額は、正味売

却価額により評価しております。 

当社は、事業者向け貸金業用資

産については各営業店舗ごとに、

賃貸用不動産及び遊休資産につい

ては個別物件単位にグルーピング

を行っております。また、本社設

備については共用資産としており

ます。 

市場価格の著しい下落が認めら

れた上記の遊休資産（土地）の帳

簿価額を回収可能価額まで減額

し、当該減少額（5,027千円）を

減損損失として特別損失に計上し

ております。 

なお、回収可能価額は、固定資

産税評価額を基にした正味売却価

額により評価しております。 



  

（中間株主資本等変動計算書関係） 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  

（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

  

  

  次へ 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 ６．減価償却実施額  ６．減価償却実施額  ６．減価償却実施額 
  

有形固定資産 6,018千円

無形固定資産 886千円

  
有形固定資産 4,505千円

無形固定資産 1,145千円

有形固定資産 12,566千円

無形固定資産 1,874千円

※７．当中間会計期間における税金

費用については、簡便法によ

る税効果会計を適用している

ため、法人税等調整額は「法

人税、住民税及び事業税」に

含めて表示しております。 

※７．    同左 ※７．  ────── 

  
前事業年度末株式数

（千株） 

当中間会計期間増加

株式数（千株） 

当中間会計期間減少

株式数（千株） 

当中間会計期間末株

式数（千株） 

発行済株式     

普通株式 4,875 － － 4,875 

   合計 4,875 － － 4,875 

自己株式     

普通株式 357 － － 357 

   合計 357 － － 357 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※ 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間貸借対照表に記載され

ている科目の金額との関係 

※ 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間貸借対照表に記載され

ている科目の金額との関係 

※ 現金及び現金同等物の期末残高

と貸借対照表に記載されている科

目の金額との関係 

（平成17年９月30日） （平成18年９月30日） （平成18年３月31日） 
  
現金及び預金勘定 1,545,448千円 

預入期間が３ヶ月
を超える定期預金 

△333,804 

現金及び現金同等物 1,211,643  

  
現金及び預金勘定 1,557,577千円 

預入期間が３ヶ月
を超える定期預金 

△335,025 

現金及び現金同等物1,222,552  

現金及び預金勘定 810,076千円 

預入期間が３ヶ月
を超える定期預金 

△334,405 

現金及び現金同等物 475,670  



（リース取引関係） 

  

 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 

１．リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損

失累計額相当額及び中間期末残

高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損

失累計額相当額及び中間期末残

高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損

失累計額相当額及び期末残高相

当額 

──────   

（注）取得価額相当額は、有形固定資

産の中間期末残高等に占める未

経過リース料中間期末残高の割

合が低いため、支払利子込み法

により算定しております。 

  
（有形固定資産）

その他 

取得価額相当額 14,118千円 

減価償却累計額
相当額 

1,742 

中間期末残高相

当額 
12,376 

  

（注）取得価額相当額は、有形固定資

産の期末残高等に占める未経過

リース料期末残高の割合が低い

ため、支払利子込み法により算

定しております。 

  
（有形固定資産）

その他 

取得価額相当額 5,838千円 

減価償却累計額
相当額 

－ 

期末残高相当額 5,838 

２．未経過リース料中間期末残高相

当額等 

２．未経過リース料中間期末残高相

当額等 

２．未経過リース料期末残高相当額

等 

未経過リース料中間期末残高

相当額 

未経過リース料中間期末残高

相当額 

未経過リース料期末残高相当額 

  

────── 

（注）未経過リース料中間期末残高相

当額は、有形固定資産の中間期

末残高等に占める未経過リース

料中間期末残高の割合が低いた

め、支払利子込み法により算定

しております。 

１年内 4,032千円 

１年超 8,343 

計 12,376 

（注）未経過リース料期末残高相当額

は、有形固定資産の期末残高等

に占める未経過リース料期末残

高の割合が低いため、支払利子

込み法により算定しておりま

す。 

１年内 1,167千円 

１年超 4,670 

計 5,838 

３．支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額及び減損損失 

３．支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額及び減損損失 

３．支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額及び減損損失 

────── 

  

  
支払リース料 1,763千円

減価償却費相当額 1,763 

支払リース料 －千円

減価償却費相当額 － 



  

  

  次へ 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 

 至 平成18年３月31日） 

４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 

────── リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法により

算定しております。 

同左 

  （減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失

はありません。 

（減損損失について） 

同左 



（有価証券関係） 

前中間会計期間末（平成17年９月30日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

  

２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間貸借対照表計上額 

  

当中間会計期間末（平成18年９月30日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

  

２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間貸借対照表計上額 

  

 

  取得原価（千円） 中間貸借対照表計上額（千円） 差額（千円） 

 (1)株式 12,036 22,364 10,327 

 (2)債券  

  ①国債・地方債等 － － － 

②社債 － － － 

③その他 － － － 

 (3)その他 4,996 4,615 △381 

合計 17,033 26,979 9,946 

  中間貸借対照表計上額（千円） 

  その他有価証券  

    非上場株式 9,400 

  取得原価（千円） 中間貸借対照表計上額（千円） 差額（千円） 

 (1)株式 12,036 22,902 10,865 

 (2)債券  

  ①国債・地方債等 － － － 

②社債 － － － 

③その他 － － － 

 (3)その他 4,612 4,356 △255 

合計 16,649 27,259 10,610 

  中間貸借対照表計上額（千円） 

  その他有価証券  

    非上場株式 4,400 



前事業年度末（平成18年３月31日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

  

２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額 

  

（デリバティブ取引関係） 

前中間会計期間（自 平成17年４月１日 至平成17年９月30日） 

当社はデリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当する事項はありません。 

  

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

当社はデリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当する事項はありません。 

  

前事業年度（自 平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

当社はデリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当する事項はありません。 

  

 

  取得原価（千円） 貸借対照表計上額（千円） 差額（千円） 

 (1)株式 12,036 25,640 13,603 

 (2)債券  

  ①国債・地方債等 － － － 

②社債 － － － 

③その他 － － － 

 (3)その他 4,684 4,440 △243 

合計 16,720 30,081 13,360 

  貸借対照表計上額（千円） 

  その他有価証券  

    非上場株式 4,400 



（ストック・オプション等関係） 

    当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

     当中間会計期間に付与したストック・オプションの内容 

  

（注）１．株式数に換算して記載しております。 

    ２．当中間会計期間末において、新株予約権の目的となる株式の数は173,000株となっております。 

  

  

  次へ 

  株式会社アプレック第１回新株予約権証券 

付与対象者の区分及び人数 
当社取締役4名、監査役１名および従業員（当社就業規則に定

める社員）102名、合計107名 

株式の種類別のストック・オプションの付与数

（注） 
普通株式 175,000株 

付与日 平成18年４月28日 

権利確定条件 該当する事項はありません。 

対象勤務期間 該当する事項はありません。 

権利行使期間 平成18年５月１日から平成21年４月30日まで 

権利行使価格（円） 740 

付与日における公正な評価単価（円） － 



（持分法損益等） 

前中間会計期間（自 平成17年４月１日 至平成17年９月30日） 

当社は子会社及び関連会社がありませんので、該当する事項はありません。 

  

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

当社は子会社及び関連会社がありませんので、該当する事項はありません。 

  

前事業年度（自 平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

当社は子会社及び関連会社がありませんので、該当する事項はありません。 

   

 



（１株当たり情報） 

（注）１株当たり中間純利益または１株当たり中間（当期）純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１株当たり純資産額  538円95銭 １株当たり純資産額  460円47銭 １株当たり純資産額  495円09銭

１株当たり中間純利益  1円48銭 １株当たり中間純損失 34円25銭 １株当たり当期純損失  42円81銭

 潜在株式調整後１株当たり中間純

利益については、潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。 

潜在株式調整後１株当たり中間純

利益については、潜在株式は存在す

るものの１株当たり中間純損失であ

るため記載しておりません。 

 潜在株式調整後１株当たり当期純

利益については、１株当たり当期純

損失であり、また、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。 

  
前中間会計期間

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

中間純利益又は中間（当期）純損失
（△）（千円） 

6,723 △154,770 △193,456 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － － 

普通株式に係る中間純利益又は中間
（当期）純損失（△）（千円） 

6,723 △154,770 △193,456 

期中平均株式数（千株） 4,518 4,518 4,518 

希薄化効果を有しないため、潜在株

式調整後１株当たり中間（当期）純

利益金額の算定に含めなかった潜在

株式の概要 

────── 新株予約権１種類（新

株予約権の数1,730

個）。詳細はストッ

ク・オプション等関係

の注記に記載のとおり

であります。 

────── 



（重要な後発事象） 

前中間会計期間（自 平成17年４月１日 至平成17年９月30日） 

（株式会社ニッシンによる当社株式の公開買付けの賛同について） 

当社は、平成17年11月７日開催の取締役会において、公開買付けにより、当社が株式会社ニッシンを中核とするＮＩＳ

グループの一員となることが、当社の顧客提供サービスの幅の拡充へとつながり、ついては当社の事業の発展と業績の

向上に大きく寄与するものと判断し、株式会社ニッシンによる当社株式の公開買付けについて賛同の意を表することを

決議いたしました。 

  

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

 該当する事項はありません。 

 

１． 公開買付者の概要 

(1) 商号 株式会社ニッシン 

    東京証券取引所市場第一部上場（コード番号：8571） 

(2) 主な事業内容 総合金融サービス業 

(3) 設立年月日 昭和35年５月27日 

(4) 本店所在地 愛媛県松山市千舟町五丁目７番地６ 

    ただし、実際の本社業務は下記で行っております。 

    東京都新宿区西新宿一丁目６番１号 

(5) 代表者 代表取締役社長 嵜岡 邦彦 

(6) 資本の額 8,916,803千円（平成17年11月８日現在） 

(7) 大株主構成及び持株比率 株式会社日新ビル（持株比率12.84％） 

    有限会社秀邦（持株比率12.57％） 

    （平成17年３月31日現在） 

      

２． 株式会社ニッシンによる当社株式の公開買付けの概要 

(1) 買付けを行う株券等の種類 普通株式 

(2) 公開買付期間 平成17年11月8日（火曜日）～平成17年11月28日（月曜

日）の21日間 

(3) 買付価格 １株につき 金450円 

(4) 買付価格の算定の基礎 当社普通株式の株式会社ジャスダック証券取引所市場

における平成17年11月4日までの過去3ヶ月間における

終値平均370円に約22％のプレミアムを加算した金額で

あります。 

(5) 買付予定株式総数 3,027,000株（所有比率62.09％） 

(6) 公開買付代理人 日興コーディアル証券株式会社 

      

３． 公開買付けの結果   

 本公開買付けにより、公開買付者である株式会社ニッシンは、当社普通株式3,132,000株（議

決権の数3,132個）を取得した結果、当社の総株主の議決権に占める割合は69.34％となり、平

成17年12月２日をもって当社の親会社及び主要株主となりました。 



前事業年度（自 平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

当社は、平成18年４月21日開催の取締役会において、平成18年１月26日開催の臨時株主総会において承認されました旧

商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定による新株予約権の発行について決議いたしました。また、平成18年４月21日

開催の取締役会決議に基づく新株予約権の行使に際しての払込金額等が、平成18年４月28日に確定いたしました。その

概要は、以下のとおりであります。 

  

  

   記 

1. 新株予約権の名称 株式会社アプレック 

第１回新株予約権証券 

2. 新株予約権の発行目

的 

当社の業務に従事する者の業績向上に対する意欲や士気を一層高め、ま

た、優秀な人材を確保するため 

3. 新株予約権の発行日 平成18年４月28日 

4. 新株予約権の発行数 1,750個（新株予約権１個につき100株） 

5. 新株予約権の発行価

額 

無償 

6. 新株予約権の目的た

る株式の種類および

数  

当社普通株式 175,000株 

7. 新株予約権行使に際

しての払込金額 

新株予約権1個当たり 74,000円 

（株式１株当たり 740円） 

8. 新株予約権の行使に

より発行または移転

される当社普通株式

の総額 

129,500,000円 

9. 新株予約権の行使に

より新たに当社普通

株式を発行する場合

において発行価額中

資本組入額 

株式1株当たり  370円 

10. 新株予約権の行使可

能期間 

平成18年５月1日から平成21年４月30日まで 

11. 新株予約権の割当を

受ける者 

当社取締役４名、監査役１名及び従業員（当社就業規則に定める社員）

102名、合計107名に割り当てる。 



(2）【その他】 

特記すべき事項はありません。 

  



第６【提出会社の参考情報】 

  

 当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

（1）有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度（第33期）（自平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）平成18年６月22日福岡財務支局長に提出 

  

（2）有価証券報告書の訂正報告書 

平成18年８月２日福岡財務支局長に提出 

事業年度（第33期）（自平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）の有価証券報告書に係る訂正報告書であります。 

  

(3）臨時報告書 

 平成18年４月21日福岡財務支局長に提出 

 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第２号の２（募集に該当しないこととなる新株予約権証券の取得の申込みの勧

誘又は売出しに該当しないこととなる新株予約権の売付けの申込み若しくはその買付けの申込みの勧誘のうち発行価額又は売出

価額の総額が１億円以上であるものにつき取締役会の決議等又は株主総会の決議）に基づく臨時報告書であります。 

  

(4）臨時報告書の訂正報告書 

 平成18年４月26日福岡財務支局長に提出 

 平成18年４月21日提出の臨時報告書（募集に該当しないこととなる新株予約権証券の取得の申込みの勧誘又は売出しに該当しな

いこととなる新株予約権の売付けの申込み若しくはその買付けの申込みの勧誘のうち発行価額又は売出価額の総額が１億円以上

であるものにつき取締役会の決議等又は株主総会の決議）に係る訂正報告書であります。 

  

 平成18年４月28日福岡財務支局長に提出 

 平成18年４月21日提出の臨時報告書（募集に該当しないこととなる新株予約権証券の取得の申込みの勧誘又は売出しに該当しな

いこととなる新株予約権の売付けの申込み若しくはその買付けの申込みの勧誘のうち発行価額又は売出価額の総額が１億円以上

であるものにつき取締役会の決議等又は株主総会の決議）に係る訂正報告書であります。 

  

 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

  

 該当する事項はありません。 

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

独立監査人の中間監査報告書 

    平成17年12月20日

株式会社アプレック     

  取締役会 御中   

  新日本監査法人   

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 橋本 佑太郎  印 

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 藤田 直己   印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株

式会社アプレックの平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第33期事業年度の中間会計期間（平成17年４月１

日から平成17年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間キャッシ

ュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独

立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中

間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応

じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明

のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準

拠して、株式会社アプレックの平成17年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成17

年４月１日から平成17年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示してい

るものと認める。 

 追記情報 

 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されているとおり、会社は当中間会計期間より固定

資産の減損に係る会計基準が適用されることとなるため、この基準により中間財務諸表を作成している。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以   上 

（注) 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提

出会社）が別途保管しております。 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

独立監査人の中間監査報告書 

    平成１８年１２月８日

株式会社アプレック     

  取締役会 御中   

  三優監査法人   

  
代表社員 

業務執行社員
  公認会計士 都甲 和幸  印 

  業務執行社員  公認会計士 古藤 智弘  印 

  業務執行社員  公認会計士 吉川 秀嗣  印 

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

株式会社アプレックの平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの第３４期事業年度の中間会計期間（平成

１８年４月１日から平成１８年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算

書、中間株主資本等変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の

作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中

間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応

じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明

のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準

拠して、株式会社アプレックの平成１８年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平

成１８年４月１日から平成１８年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を

表示しているものと認める。 

  

追記情報 

１．中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載のとおり、会社は当中間会計期間より「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計基準」及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」

を適用しているため、当該会計基準により中間財務諸表を作成している。 

２．中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項３．(3）の追加情報に記載のとおり、会社は当中間会計期間よ

り日本公認会計士協会業種別委員会報告第３７号「消費者金融会社等の利息返還請求による損失に係る引当金の計

上に関する監査上の取扱い」に従って利息返還損失引当金を計上している。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上

（注） 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提

出会社）が別途保管しております。 
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